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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長あいさつ 

    ・議案第６７号 平成２２年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長あいさつ 

〔環境管理課、環境対策課〕 

    ・議案第６７号 平成２２年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 
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    ・陳情第 ６号 ＴＰＰ交渉参加断固反対に関する陳情 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○玉野委員長 おはようございます。 

  本日、招集となりました産業環境常任委員会に

出席をいただきました。ありがとうございます。 

  さて、今定例会において、当常任委員会に付託

された案件は、補正予算案２件及び陳情２件の合

計４件でございます。 

  各委員におかれましては、慎重な審査をお願い

いたしますとともに円滑な進行にご協力ください

ますようお願い申し上げまして、あいさつといた

します。 

  それでは、ただいまから産業環境常任委員会を

開催いたします。 

  次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○玉野委員長 農業委員会事務局の審査を行います。 

  初めに、農業委員会事務局長よりごあいさつい

ただきたいと思います。 

  人見農業委員会事務局長。 

○人見農業委員会事務局長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○玉野委員長 それでは、議案第67号 平成22年度

那須塩原市一般会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  人見農業委員会事務局長。 

○人見農業委員会事務局長 （議案第67号について

説明。） 

○玉野委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号 平成22年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 議案第67号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、農業委員会事務局か

らその他ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 それでは、農業委員会事務局の審査

を終了いたします。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時１０分 
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○玉野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○玉野委員長 次に、生活環境部の審査に入ります。 

  初めに、生活環境部長よりあいさつをいただき

ます。 

  松本生活環境部長。 

○松本生活環境部長 （挨拶。） 

○玉野委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○玉野委員長 それでは、議案第67号 平成22年度

那須塩原市一般会計補正予算（第３号）を議題と

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 （議案第67号について説

明。） 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 （議案第67号について説

明。） 

○玉野委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質問、ご意見等をお受けします。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 単純なんですけれども、資源ご

みの単価が先ほど、例えばアルミでしたかね、

72.5円という部分が135円に上がったというのは、

勉強不足かもしれません。理由って何だと思われ

ますか。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 これにつきましては、結構こ

ういうふうなアルミでありますとか、スチールで

ありますとか、そういった資源物についてはかな

り市場変動というのが大きいというふうに聞いて

おります。なので、今までですと、低調だったと

は思うんですが、ここにきまして市場価格が上が

ってきたというふうな状況。 

  なので、これはまた来年になるとまたどうなる

かというのはわからないというふうな状況になる

と思います。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 社会情勢として、例えば中国が

オリンピックを開くときには鉄が上がっていたと

か、そういう傾向が世界的にもあったといいます

か、今ことしこう上がっているというのは、そう

いう資源が日本の全体の中で需要がふえていると

か、じゃなければ、外国からのそういう資源とし

て入ってくる供給が足りなくて、地域から発生す

るのが高く買い上げられている、受給のバランス

が高くなる傾向というものをもし把握していたら

ということあったら、そういうことでもしわかれ

ば。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 そこまではなかなか読み切れ

ないというふうなところがあるかと思います。で

ありますので、予想単価につきましても、次年度

予算を積算するときにつきましては、そのときの

単価というものに基づいて積算をしているという

ふうなところでございますので、なかなか把握に

つきましては、難しいというふうに思っておりま

す。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 わかりました。 

  もう一つ別の質問で一点ですけれども、確認の
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ために今回減額ということで収入に逆に入れたと

いう、この193万6,000円、そうすると、量はこと

しはその減った量で安定したということで、こと

し１年やってみたので、来年もこういう量だろう

というふうに推計、予算の関係もあると思います

けれども、想像するというふうに考えていますか、

今の段階では。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 すみません。 

  搬入量が減ってきたので、逆にここは規定の搬

入が減ってきたので、次年度以降もそういうふう

に見込めるかというふうなことでよろしいんでし

ょうか。 

○鈴木（伸）委員 そうです。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 実はこの推計につきましては、

私どものほうでやっているのではなくて、広域の

ほうでやっておりまして、広域のやり方は、この

実績に基づいて、過去の実績といいますのは、二、

三年前までのこと、実績というふうなことになる

と思うんですが、そういったところから算出をし

ているというふうにお話を聞いておりますので、

そういうことからすると、21年度、それから22年

度ももちろん搬入量減ってきておりますので、そ

んな減ってきた中での推計というふうなことにな

るかと思います。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 ことしの実績は来年の予算のほ

うに当初データを利用するというふうに、多分思

うんですね。この傾向は今も、今年度の傾向で来

年度も同じだろうと思います。 

  もう一点だけちょっとよろしいですか。 

  今度８ページのところですかね、４款衛生費の

火葬場についてちょっとお尋ねしたいんですが、

件数が24件から38件になったということですけれ

ども、今高齢者の人口はどんどんふえていく中で、

利用者がふえているんじゃないかという、その傾

向と、それから人口11万7,000人、この辺で最も

大きい自治体となった那須塩原市自体には火葬場

を単独には持っていないと。そういったことの需

給バランスと、それから自分のところで単独で持

つということの市民からの要望とか、逆に言うと、

ほかの自治体の場所まで行って物理的にも遠いと

か、それから申し込むときにもある程度よそへ頼

む不便さがあるとか、そういった市民からの話的

なものはございませんか。 

○玉野委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 これまでの設置の経過でござ

いますけれども、当時の黒磯市と那須町で広域と

いいますか、組合議会を設置して１カ所設置した。

それから、残る那須地区の５市町村は大田原市の

施設をそれぞれの応分の負担払って利用していた

という経過がございます。 

  それぞれの施設にあっても、つくるに当たって

は、将来の人口等も予想してそれぞれの施設を設

置してございます。 

  ですから、利用者の側からすれば、合併前の利

用形態とは変わっている部分というのはございま

せんし、急に不便になったという声は聞こえてご

ざいません。 

  ですから、あえて現在の施設が将来の人口予測

も含めて、当時の市町村が負担をして協定のもと

につくった施設でございますので、それを解約と

いいますか、協定を破棄してて新たにつくるとい

う必要性については特に我々のほうに声をいただ

いているということはございません。 

  以上でございます。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 火葬場のことで、まずとりあえ
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ず初めにお聞きしますけれども、38件相当見込ま

れるというようなことで想定したと伺ったんです

けれども、どういうふうな形で、今までも当然想

定してきた数は、それが数がある程度は基準みた

くなっているんだろうと思うんですけれども、補

助額が当然違うわけですね、大田原、黒磯は。と

いう意味では、どういうふうな考え方をもとにし

て38件相当したのかということをお聞きしたいん

ですが。 

○玉野委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 まさにおっしゃるとおりで、

亡くなる人を予想するというのは、やはり不謹慎

な部分もあるんですが、実際に12月２日現在で那

須聖苑における管外利用者というのが、火葬炉が

13件、それから火葬炉というのは、どなたでも火

葬に使いますので13件ですけれども、そのほかに

待合室については、利用希望されない方は使う必

要がございませんので８件、それから大田原市の

ほうにあっては火葬炉が８件、待合室のほうが７

件という管外の利用がございました。 

  ですから、単純に月数で平均件数を出して、こ

れから３月いっぱいまでに必要な数値ということ

での、そういう算定の仕方でございます。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。それはそれでい

いです。 

  次いいですか。 

○玉野委員長 どうぞ。 

○鈴木（紀）委員 その下の動植物調査研究会委員

ということで、たしか209件の追跡調査というこ

とで、その中でこの中に報酬としては入っている

んですが、この調査費については、別個あげなく

ていいのか、それとも、この中に、報酬の中に含

まれているのかというところをお聞きしたいと思

います。 

○玉野委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 調査費と、要するに１日当た

り幾らという形で7,400円をお支払いしておるわ

けですが、その調査に出て、その後のいろいろ集

計したりとか、そういったことも含めた金額とい

うことでお支払いしております。デスクワークに

ついては、うちのほうで想定できないもんですか

ら、そういった形で県のほうのそういったやり方

等も参考にしながらやらせていただいております。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 調査費も含めての報酬というこ

とでいいですね。 

○齋藤環境管理課長 そうです。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。 

  それと最後に広域のごみのことでお伺いしたい

と思うんですが、先ほどちょうどいいところで別

なことを考えていたので、ちょっとうっかりした

部分もあるんですが、グリーンオアシスに入れて

灰になって、その後、溶融スラグ化とかして、そ

のときに溶融スラグ化した量が減ったということ

での返戻金というか返還金というか、そういうふ

うなところをもう一回説明をお願いしたいと思う

んですが。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 負担金につきましては、大田

原市、那須塩原市、那須町、３つの市町で負担す

るわけなんですが、均等割が10％、逆に90％が実

績割という形。 

  実績のほうががくんというふうに減少した。こ

の原因は新しく那須塩原クリーンセンターができ

まして、今までの清掃センターでは、燃やしまし

たごみの灰はそのまま最終処分場に持っていかれ

たわけなんですが、クリーンセンターのほうでは、

その灰を直接持っていくんじゃなくて、１回溶融

炉で溶かして、それをスラグ化しているわけなん
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ですね。そうしますと、それはスラグ化は再利用、

製品として再利用できますので、処分場には行か

ないというふうなことになりまして、かなり最終

処分場に持っていかれる量が減ったというふうな

ことで、実績が減ったので負担金額も減った。 

  したがって、減になっているということです。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 理由については理解しました。 

  そうすると、溶融スラグ化して量が減ったとい

う、最終処分場に持っていなかくて済む量が減っ

たというわけですね。その量的にはどのくらい減

ったかということは確認はしてあるんですか。そ

ういうところまではないということですか。金額

的だけではなくてということで。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 量的に幾ら減ったまでは、ち

ょっと手元に資料ございませんけれども、実際に

21年度どのくらいクリーンオアシスのほうに持っ

ていったのかというふうな実績がございます。 

  ただし、きのうも一般質問の中でありましたよ

うに、搬入していますのは、西那須野地区、それ

から塩原地区という形になります。そんなところ

でいきますと、21年度の実績でいきますと、トン

に換算して418ｔでございます。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 持っていった実績ですね。そこ

からどの程度減少したかということは確認はして

いないけれども、金額だけは戻ってくるというこ

とでいいんでしょうか。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 ですので、20年度につきまし

ては、この何倍かちょっと手元に資料ございませ

んのでわかりませんけれども、かなりの量が搬入

をされていたというふうに想像できます。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 はい、結構です。いいです。 

○玉野委員長 岡部委員。 

○岡部委員 すみません。 

  伺うんですが、資源物等の売り払い金というの

で金額的にも多く戻りましたんですけれども、こ

の１kg135円というのは買っていただいたときの

結果の単価ですか。それとも、どこか公表、今の

アルミは幾らですというのが日経かどこかに出る

んでしょうか。日経新聞にいろいろなのが単価が

出る。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 これにつきましては、各業者、

持っていってくれる業者がいるわけなんですが、

年度当初に契約をしまして、幾らというふうな単

価契約をして決めているというような状況です。 

○玉野委員長 岡部委員。 

○岡部委員 買っていただいた結果単価ということ

ですね。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 いや、これはもう契約になり

ますので、買ってもらうといいますか、売買の契

約の中で単価契約をしているというふうなことに

なります。 

○岡部委員 すみません。 

○玉野委員長 ほかに質疑、ご意見等ございません

か。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 きのうの松田議員が一般質問の

中で、ちょっと同じことを聞くことになるかもし

れませんが、まず来年か再来年でまず終わります

ね。契約が切れるということです、ちょっと確認

して。 

  それで、それでもう管理料として払うという契

約になっているということの、その金額、きのう

言いましたっけ。すみません。ちょっと流れの中
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で。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 まず、グリーンオアシス、那

須塩原市がいつまで搬入できるのかというふうな

ご質問だと思うんですが、23年度までというふう

なことになっております。 

  もう一つ、その後の管理料はどうなるのかとい

うふうなご質問だと思うんですが、実際に搬入し

ているときの管理負担金というのは、先ほど私ど

もがお話ししていた負担金なわけなんですが、そ

うすると、それは23年度でもう搬入は終わります

ので、管理負担金はなくなるというふうなことに

なりますけれども、その後やはり埋め立て物、何

年間か、そこへ捨てたわけなので、埋め立てるた

わけなので、必ず浸出液が出てくると、処分場の

ところから汚水が出てきまして、それを水処理の

機械できれいな水にして流すということの処理が

ずっと続きますので、その分については今後も負

担が生じるというふうなことでございます。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 わかっているその金額と永遠に

払うのかどうか、２点お願いいたします。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 金額につきましては、まだは

っきりしたものは広域のほうからはいただいてお

りません。 

  それから、永遠というのではなくて、その水が

きれいになったというふうな時点で、汚水処理の

ほうはおしまいというふうなことになりますので、

それから、その後につきまして、森林公園という

ふうな計画があるというふうなことも聞いており

ます。 

  そうなりますと、でき上がった後につきまして

は、広域のほうの管理というふうなになるので、

負担はないものというふうに考えております。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっとこの辺は細かくなって

しまうんですけれども、最終的にいっぱいになる

予定がありますよね。残余期間はあるんだけれど

も、残余期間の閉めた後に、今みたいに全部がこ

う水がきれいになるまでは管理費があると思うん

ですね。 

  だけれども、那須塩原市としては23年までで終

わると。だけれども、水をきれいにするためには、

全部閉めた後できれいになるのに時間があると。

那須塩原市の責任は一緒に始めたんだから、全部

在余期間がなくなったゼロになった後、その水が

全部きれいになるまで責任を持つのか、23年度で

一たん閉めたので、そこから何年間で責任を持つ

のか、その辺の考え方というのは今はっきりして

いますか。 

○玉野委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 それにつきましては、今、委

員がおっしゃった前段のほうのお話になるかと思

うんですけれども、つまりすべての那須塩原市に

ついては、来年度でおしまいですけれども、その

後10年間というようなことで継続して埋め立てが

行われる。閉めてからの話というふうなことにな

りますので、確かに委員ご指摘のように、タイム

ラグがあるわけなんですが、やはり埋めたものに

ついては、責任を持つというようなことで、きれ

いになるまでと、水がきれいになるまで、そこま

では負担が生じるというふうな決めになっている

とも聞いております。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

○玉野委員長 質疑、ご意見等を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 
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  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号 平成22年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 議案第67号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、生活環境部からその

他ございませんか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 それでは、生活環境部の審査を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  午後１時より再開します。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○玉野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○玉野委員長 産業観光部の審査に入ります。 

  初めに、産業観光部長よりあいさつをいただき

ます。 

  三森産業観光部長。 

○三森産業観光部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○玉野委員長 それでは、議案第67号 平成22年度

那須塩原市一般会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 （議案第67号について説

明。） 

○玉野委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 １つだけ聞きますが、歳出の中

での農業振興対策費で返還金57万2,000円という

ことで、もともとの総額は幾らだったんでしょう

か。 

○玉野委員長 玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 302万4,000円のうち３分の１

が国庫補助で100万8,000円ということであります。 

  ３分の１の100万8,000円、これが国からもらっ

たお金なものですから、５年で使ううち26回しか

使っていない。この残りの分は返還という形にな

ります。 

○玉野委員長 続きまして、商工観光課の説明を求

めます。 

藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第67号について説

明。） 

○玉野委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○玉野委員長 質疑、ご意見等ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号 平成22年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 議案第67号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７３号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○玉野委員長 次に、議案第73号 平成22年度那須

塩原市温泉事業特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第73号について説

明。） 

○玉野委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 消費税の還付で191万3,000円と

いうことなんですけれども、金額等の５％の還付

にしても結構額は大きいと思うので、もうちょっ

とわかるように砕いて説明をお願いします。 

○玉野委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 消費税につきましては、消費

税本体と地方消費税というものがございます。 

  それで、消費税そのものは４％、それからその

25％ですから１％にあたるわけですけれども、そ

れが地方消費税ということになっていますけれど

も、これの実際には、工事費、大きなものとしま

しては、水道関係の設備ということで貯湯タンク

の2,446万5,000円とか、建物ということで618万

4,000円とか、そういうふうな大きなものがある

わけですけれども、その中で仕入れ額として

9,360万9,000円というふうにことで払っておるわ

けですけれども、失礼しました。全部でそのうち

販売費、一般管理費の603万5,000円につきまして

は差し引きになりまして、実際にはそれよりちょ

っと多くは払っておるわけですけれども、その中

の9,360万9,000円払っておりますけれども、その

中の356万6,000円というふうなものが控除金額に

なります。課税の実際に計算するにおいて、課税

の売り上げ額が5,087万7,278円というふうなこと

になっておりまして、そのうち非課税の売上額と

いうふうな部分ありまして19万7,096円が非課税

になっております。それで、対象になるのが

5,107万4,374円というふうことになるわけですけ

れども、そのうち仕入れ額の消費税額が356万

6,070円というふうなことで、差し引きで言いま

すと356万6,070円というふうに言ってありますけ

れども、その中で支払うべき消費税額203万5,080

円でございますから、その差し引き356万6,070円

から差し引きしますと153万994円が還付になると
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いうことでございます。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 数字を言う前に、大枠でこれと

これとこういう仕組みになっていますということ

を説明していただいて、それがわかっていれば、

金額別で説明していただいていいですけれども。

基本、申しわけない。こういう金額になる仕組み

を一たん詳しく教えてください。 

○玉野委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 消費税につきましては、課税

売上高ということになりますよね。これが一応さ

っき言いましたように４％、地方消費税がありま

すから４％ということで。これから、課税仕入高

というふうな部分ございます。仕入れについては、

さっき言いましたように１％の地方消費税という

ふうなものがありますので、それを課税仕入高か

ら105分の４というふうなことで、105で割ると本

体のものが出てきますから、それに４％を掛ける

というような形になりますけれども、その部分は

それが課税仕入高ということになりますから、そ

れを引いたものがさっきの言いました課税の消費

税というふうなことになるということになります。 

○玉野委員長 三森産業観光部長、何かありますか。 

○三森産業観光部長 まず、温泉事業特別会計の中

で使用料を取っていますね、温泉使用料。それに

は消費税を含めて取っているわけです。それは預

かり金ということですね。さらに、工事費をやり

ますと工事をやると今度市が払わなければならな

い、消費税を。その差し引きが還付になる。要す

るに、預かった消費税よりも支払った消費税が多

くなれば、預かった分差し引きになるので100何

万が還付されると、そういう制度です。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。結構です。 

○玉野委員長 他に質疑、ご意見等ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○玉野委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号 平成22年度那須塩原市温泉事業特

別会計補正予算（第２号）については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 議案第73号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○玉野委員長 続きまして、陳情第５号 環太平洋

戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加断固阻止に関

する陳情書を議題といたします。 

  陳情第５号に対する執行部の考え方をお伺いい

たします。 

  玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 （陳情第５号について説

明。） 

○玉野委員長 陳情第５号に対する考え方の説明が

終わりました。 
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  委員のご意見等ございますか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 私も今回、このＴＰＰという部分につ

いて、かなり神経を使っているというような、こ

れ本当にこの部分を受け入れるということについ

て、大変気がかりでないというか、そういう部分

でありましたが、この一般質問をして、市長から

お言葉をいただきまして、ある程度納得して、そ

の答えにとても納得はしたわけであります。 

  その中の今回環太平洋の説明の中で、ＴＰＰの

問題の中で、農業に対する損失というか、そうい

う部分の中で、これは大変なことになるなと、そ

んなふうに思っていますが、できたらその部分の

農業、そのいろいろな、そのＴＰＰについてはい

ろいろな分野が関係しているんですよという今の

説明ですね。農業問題に対する分野ですね。もう

一度ちょっと深く掘り下げていってもらいたいな

と思っているんですが。 

○玉野委員長 玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 これも一般質問の中で部長か

ら答弁をさせていただきましたけれども、畜産業

で１兆7,000億減りますよというような試算も加

わってきております。それから乳製品、これはこ

れまで部長答弁しておりますけれども、これらの

北海道が一番生乳が盛んな、畜産が盛んなわけで

すけれども、その安い牛乳が関税化を撤回するこ

とにとって、牛乳自体の値段が下がってきて、本

県に北海道から今度入ってくるということは、北

海道の場合は畜産業、ダブルパンチといきません

けれども、そういったことで大きな影響があると

いうことで答弁はされているというふうに思いま

す。 

  あと関税率なんですけれども、これ非常に報道

によってまちまちなんですね。この間も770何％

という関税からもっと低い関税まで出していると

ころがありますので、これは何とも言えませんけ

れども、先ほど申しましたとおり、原則ＴＰＰの

場合、10年以内に関税は撤廃ということになりま

すので、そうなりますと同レベルで国際競争が起

こるということは当然予想されるというふうに思

います。 

  以上です。 

○玉野委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 今その考え方ということでもいろいろ

あったし、今の農業所得、農業については、かな

りの減収というかそういうふうにもなりますとい

うことですよね。それで、前に新聞の報道におい

ては、やはり町村長会というんですか、例えば隣

の町の町長さんとか、今後もう本当にこう壊滅的

な影響を受けるということを前提とするというよ

りも、もう本当に阻止したいんだというような決

議をしていましたよね。そしてまた、町村長会で

も同じようなことでやはり決議したというか、そ

ういうことでなっていますが、一方市長会という

のは存在していますよね。そちらのほうでは、ど

んな状況で話しているんでしょうかね。 

○玉野委員長 三森産業観光部長。 

○三森産業観光部長 市長会レベルでは、栃木県に

市長会がありますけれども、ＴＰＰに関して議論

されているかどうか、情報が入っておりませんの

で、現状はちょっとわからない状況にあります。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 今回はこの農業団体から断固反

対という陳情ですけれども、そのほかにいろいろ

な産業が２次、３次まであわせてある中で、そち

らかの動きというのは何かありますか。 

○玉野委員長 玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 市に対してはありません。 

  以上です。 

○玉野委員長 伊藤委員。 
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○伊藤委員 今回のこのＴＰＰというのは、本当突

然出てきたというか、その後、突発的にこう出て

きた。去年の12月、この今の同じ議会の中ではＦ

ＴＡの問題も出てきておりますよね。その前には

その後10年をかけてＷＴＯということで10年をか

けていろいろ議論して、その中でもうかなりの国

のそれで二分しているわけですが、そういうこと

をやりながら、今度はまたＴＰＰが出たというこ

とはかなり何というんですか、脅威に感じるんで

すが、それは農業だけじゃなくて、すべての国や、

すべてというか、ややすべての近い分野の中での

形になると思うんですが、そこら辺の10年間をか

けてやってきたということ。 

  また23年度におけるやはり所得補償というか、

農業の分野では所得補償を充実していくんだ、そ

んな中でも畑作の水田の部分を23年度からやって

いきますよということ。その目標というのはやは

り自給率を上げたい。40％から50％にしていくん

だ。それをやることによって、ふやすことによっ

て、その国を発展させていきたいということで国

はうたっているんですが、今回出てきたＴＰＰの

問題ということは、今、課長のほうから言われた

ように、自給率を上げよ、10年かけて10％上げて

50％にしていこう。それをやっていきながら、今

度このＴＰＰに加盟すると14％になってしまう場

合があると、そうなってしまいますよという。か

なりこう矛盾している状況が出てきてしまうんで

すが、その辺ちょっとお聞きしたいんですが。 

○玉野委員長 玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 先ほど申し上げましたＴＰＰ

発足当時の４カ国、チリ、ブルネイ、ニュージー

ランド、それからシンガポール、これが関税撤廃

の状況を見ますと、ＴＰＰが発行した時点で、ブ

ルネイは92％の分野において関税撤廃をしていま

す。チリが89.39％、ニュージーランドは96.5％、

シンガポールは100％、その時点で関税を撤廃し

ている。これは亜細亜大学の教授の資料なんです

けれども、ジェトロの、国際貿易投資研究所とい

うところの資料ですけれども、そういったことで、

おおむねほぼ100％近い関税を撤廃するという状

況であります。 

  ただ客観的に申し上げて、ブルネイ、チリ、ニ

ュージーランド、シンガポールについては、比較

的小さな国ということで、その点はちょっと注意

する気がする必要があるかなというふうには思っ

ております。 

  以上です。 

○玉野委員長 他に質疑、ご意見等ございますか。 

  木下委員。 

○木下委員 このＴＰＰの問題は、今、課長がおっ

しゃられましたように、シンガポール、ブルネイ、

それから、唯一オーストラリアが大国ですけれど

も、ごく限ったもので関税撤廃しても何してもも

う関税撤廃をしなくちゃもう国がもう持たないと

いう国だったんですよね、結局。今回、アメリカ

がもう当然あんな食料大国ですから、まして世界

の穀物市場の何十％もあれしている、生産して、

それを輸出している。そして、国内では約60％か

ら90％も国の補助金で全部やっていると、そうい

う国です。それが今回、早く言えば、このＴＰＰ

の問題は要するに農業問題で、ここで我々は論議

をしようとしているんですが、これはもう経済、

要するに貿易、技術、そのいろいろなもの、もの

ですね。つくったものと、それから農業の、相反

する早く言えば戦いですよね、極端に言うと。だ

から、私は特に農業者ですが、絶対反対という立

場でもないし、そういうことなんですが、これか

らはやはり必要であろうというふうな考えは持っ

ています。 

  しかし、この関税撤廃ということ、これはなか
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なか難しい問題なんですね。要するに、ＴＰＰは

その環太平洋、要するに太平洋を取り巻く国々と

いうことでして、そのほかにＥＰＡとか、さらに

部分的な一国、お互いに相手の国同士が交渉しな

がら関税の率とかそういうものを決めていくとい

う方式もあるわけで。だから、今後我々の国は何

が得意の分野なのか、これは絶対に関税撤廃しち

ゃとてもじゃないがもたないというあれも、特色

をお互いの国が持っているわけですよね。今後、

今まで普通にやってきた国はさっき言われました

ように、資源も何もほとんど持たない小さな国で

あるということ、唯一オーストラリアだけだとい

うことで、私は今までの経過はそんな経過だとい

うふうに思っています。 

  今回はアメリカが入ってくると。既に、韓国と

アメリカがＴＰＰですか、積極的であると。その

前にＦＴＡとかＥＰＡで、もうとにかくお互いに

関税のことについて話をしている。日本は今回Ｔ

ＰＰに加盟しない、あるいは会議に参加しないと。

危機感を持っているというのが現状ということも、

ただこれには、要するに、農業分野の開放をすれ

ば、農業人口が潤う、もちろん生産性とかそうい

うものでも全然もうアメリカとかそういうものに

太刀打ちできないので、そこに農地の荒廃とか、

あるいはそこから今までそこに携わった労働力で

すか、そういうものも捨てるという。 

  逆に今度流通業界ですか、ものづくりのほうで

は潤うと、しかし、そこにもまたいろいろな問題

が発生してくるわけですよね。ですから、これま

だ今会議が始まったばかりだと。日本としても、

まだ判断をしかねているというのが現状でありま

して、先ほども申し上げましたたように、農業を

成長させるんだと。だから、反対なんだというよ

うな意見もありますが、これでは逆に今の政権な

んていってもそんな大げさなこと言っちゃまずい

んでしょうけれども、結局今まで、要するに農地

を集約化、集積化して大規模化して、大きな面で、

要するに対抗できるような経営を目指すんだとい

うのが今までの方式でしたよね。そして、それに

はいろいろさまざまな恩恵も与えてきたと。それ

が今回逆に政権が変わってまるっきり正反対の方

向をやってきたわけですよね。要するに、今まで

集積に協力してきた小さい農家とか専業農家とい

うものが、今度逆に補償されるようになったわけ。

そうすると、逆な方向へ行っちゃっているわけ。

ねじれちゃった。またもとどおりになってきちゃ

ったというようなこともあるし、この問題はちょ

っとまだ時間をかける必要があるんではないかと

いうふうに思う。 

  この今回の出てきたこの問題に対しては、農業

分野に限ったことであるということで、私はもう

少し政府とかそういうものの方針とか、そういう

ものが決まったり何だりしてから、自然とこれか

ら徐々にいろいろと出てくると思うので、それか

らいろいろとそれを踏まえて協議してもいいんで

はないかというふうに私は思っております。 

  ただし、先ほども申しましたように、あえてこ

のＴＰＰにまるっきり反対するものではないとい

うことをつけ加えておきます。 

○玉野委員長 岡部委員。 

○岡部委員 今回私どもに問われていることは、こ

の陳情書と陳情を提出するかしないかということ

だと思います。 

  それで、日本は関税が高いと言われていること

はもう承知しておりますけれども、那須塩原市の

現状を考えますと、提出するということがいいん

じゃないかなというのが私の意見で、何はともあ

れ、こういうことが出てきた以上、どういうふう

にこれからもっと上の機関が考えるか、賛成、反

対の資料を私もいただいて読ませていただきまし
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たけれども、現状これをとりあえず提出して、そ

れからになるんじゃないかというのが私の考えで

す。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 ひとつちょっととりあえずお聞

きしたいのは、先ほど北海道での例と、大分の例

を言ってくれましたけれども、いつの新聞だか忘

れましたが、さっき農水省のところの診断では、

４兆幾らぐらい損したと。経済界の中ではやはり

８兆円ぐらいの利益があるというようなことをち

ょっと読んだことあるんですが、そういった中に

おいては、栃木県としても、その経済界の中でど

の程度のプラスというか、そういうことの話があ

ったのかどうか、そこら辺のところを伺っている

かどうかお聞きしたいと思います。 

○玉野委員長 玉木農務畜産課長。 

○玉木農務畜産課長 聞いておりません。 

  ただ、さっきはちょっと言葉が足りなかったん

ですが、４兆1,000億の農林水産省の品目で19品

目で試算をしております。これも新聞なんですけ

れども、米だと生産量の減収率が90％だよ。甘味

資源作物、でん粉原料作物については100％減っ

ちゃうよ。要するに、全然なくなるよというよう

な試算もしております。 

  答弁で申し上げたように、なかなか那須塩原市

で試算をしろと言われても、これ非常に難しいと

思うんですけれども、単純にこれ全国平均だとす

れば、こうやって考えていけば、那須塩原市の場

合、生産額にこう掛けていけば、かなりの打撃は

受けるというのは出ているのなというのは思いま

す。 

  ただ今、鈴木委員がおっしゃったように、先ほ

ど政府の内閣府と経済産業省と農林水産省のちょ

っと数字を申し上げましたけれども、それぞれい

いというほうが内閣府、経済産業省、マイナスだ

よというのが農林水産省ということで、それぞれ

立場によって違うというのはわかるというふうに

思います。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 経済産業省というか、今の日本

の経済という、そういう中で考えていくと、やは

り知ってのとおり、きのうあたりでも高校生の就

職率が30％を切ったとか、大学生でも60％切った

よとかという、そういう経済状況の中で考えると、

やはり農業問題だけ特化して考えていいのかどう

なのかという部分はちょっと疑問は残るところな

んですけれども。 

  そこら辺のところを考えると、もう少し国のほ

うもはっきりしていないと。そうなるともう少し

考えてもいいのかなというような判断ではあるん

ですが、特別、執行部がどうこうという部分はな

いんですけれども、今言ったように経済はやはり

これからの日本将来、なおさら考えるとますます

疲弊化していく。国のほうでも全く雇用雇用と言

ったって現実的な話が全くないという中で、これ

だけ果たして進めていいのかなというと、子ども

たちの将来を見ると非常に不安を覚えるというと

ころが正直なところであります。 

○玉野委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 これがね、農業に限らずという状況で

今話はしていると思うんですが、果たしてその農

業に限らず、そのＴＰＰを受けるというか、将来

そういうふうになったときに、果たして本当に子

どもたち、すべてがよくなるのかという部分につ

いても、かなり農業に限らずですよ、不透明じゃ

ないのか。あらゆる分野とここに書いてある部分

がありますので、ですから、そこら辺のところが

もうちょっとわかるようになってくればいいんで

すが、農業に関すれば、やはりもうこれはマイナ

スになっていくよというようなことがわかってい
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ますので、ですから、ＪＡにしろ、この陳情書が

こういう形になって２つ出ているというのもわか

りますので。 

○玉野委員長 木下委員。 

○木下委員 これ今回ここに来ているという、農業

に関してのことなんですね。ただこの問題は先ほ

ども申しましたように、農業に限らず、そのほか

の輸出産業、そういうものも対象なんですよね。

だから、どちらをとるかというのが、これからの

問題なんですが、農業に関しては、今まで中国産

の野菜がボイコットされたり何だりというような

状況があったり、やはり食の安全性とか、そうい

うものにも将来的には関係してくるわけですよね。

ましてや、アメリカのも、主要、いわゆるパイオ

ニアとか、デカルトとかああいう主要メーカーが

ほとんど世界の主要を設計しているんですよ、ほ

とんど全部、100％と言っていいほど供給してい

るわけですよね。それをまねしようにも、ほかの

国はできないということです。そういうことも含

めて、今後アメリカの戦略はもうできない、民営

なんですよね。 

  だから、今後私ども農業に関しては、もう少し

毎日毎日食べるものであるということになってく

ると、これも１つの問題が起きてくるわけですよ

ね。だから、細かい防疫関係、防疫というのは病

気の防疫ですね。そういうものとか、いろいろで

き上がって、ああこれからどうしようということ

にならないように、いろいろとこれから細部を詰

めていって、だから、シンガポールとかブルネイ

が日本と関税を撤廃したってどうってことないん

ですよね、本当は。 

  だから、あとは問題は大国、カナダとかああい

う国が今度加盟するという、そういうことを関係

すれば。今回はこういうことも会議をしようとい

う取りまとめる時期に入ってくるわけですよね。

だから、政府はどういうふうに考えるかで、どう

いうふうな方向づけをするのかということを決め

てからでも、この問題は、その前に反対しようと

いうのが今回の趣旨ですから、その辺を考えて、

私は議論するべきだと思うんですね。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 今、経済界のことでちょっと言

いましたけれども、一般我々国民感情から考えた

場合に、やはり先日の新聞報道ですけれども６割

方、ＴＰＰはやはり締結すべきだと、そういうよ

うな話もありますし、我々一般市民から見れば、

庶民から見れば、本当に農家を、生産農業してい

る方には申しわけないけれども、我々一般消費者

にとっては、安いのに越したことはない。特に主

食、これが安いことに越したことはないというの

が現実の話だと思う。そこら辺等をやはり今言っ

たように、本当に消費者、我々一人一人サラリー

マンということを考えるならば、やはりそういう

ところに関しては、６割方ＴＰＰに参加すべきと

いうような考え方もあるので、それはきちんとや

はり考慮した上で考えていかなければいけないの

かなと、そういうふうに思います。 

○玉野委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 安いのに、消費者から見れば、確かに

安いのに越したことはないと。そんな中で、この

私たちも、ある米のことに話になれば、やはり安

心で安全なものというのが供給するんだというこ

とで、やっている部分がありますが、今の現状を

見ると、例えば米の何というんですか、１俵当た

りのかかる経費なんかを見ても、例えば今までは

ずっと15年間ぐらい右肩下がりでずっと安くなっ

てきていますよね。 

  ですから、決して今の金額から見ると安くない

のかなと、もっともっと安くなれば消費者はいい

んでしょうが、もうその限界額というか、それは
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もう既に超した状況になっているんですよね。で

すから、その安心・安全、自分たちのやつ、皆さ

ん食べるものは自分でつくっていくというのが基

本になっているのかなとは思っているんですが、

その辺の消費者も結構最近は厳しい状況に、経済

も厳しい状況になっているというのはわかってい

ますが、そんな中でどういうふうにこの農業を、

どういうふうに守っていけるか、また今回ＴＰＰ

の農業からの発信ですが、それでこう来ているわ

けですが、やはり慎重に審議しているというのは、

私もわかりますし、それをしなくちゃならないの

かと思います。 

  そんな中でも、また違う角度から見れば、その

那須の町長さんが言っていることというのは、町

村長会議の話の中からも見てみても、やはり断固

という言葉も変ですが、やはり阻止をしたいんだ

よなということなのかなと思っているんですが、

今回そのＴＰＰについては、やはりある程度、こ

の次の段階になってくるとは思うんですが、話は。 

  阻止というか、思いますよねということと、あ

と慎重に審議するのもすごくいいことだと思いま

すし、それが本当だと思いますけれども、やはり

この那須塩原市からも、逆に反対ですよというこ

とを伝えていくというか、慎重に審議なされる前

の段階になっちゃ申しわけないんですが、那須塩

原市はこんなふうなことで考えているということ

を前もってアピールしていくというか、そういう

部分も必要なんではないかなと思うんですが、そ

こら辺、市のほうでどうお考えですかね。 

○玉野委員長 三森産業観光部長。 

○三森産業観光部長 私のほうで、そういった、ま

ず客観的な情報を提供し、委員の皆さんに判断し

ていただくというような趣旨だと思いますので、

余り考えを述べることは差し控えたほうがいいの

かなと思います。 

○玉野委員長 木下委員。 

○木下委員 今、農業というのは疲弊している。ま

して雇用ですか、雇用の問題、本市でもシルバー

ファーマー制度、農業のちょっと振興の一助にし

たいんだと、そういうような制度だの条例じゃな

いけれども、方針まで打ち出してやっているわけ

ですよね。そうして、この矢先にこの問題が出て

くる、農業とものづくりが、これはお互いにこっ

ちがよければあっちがという、こういうような状

態が。ですから、ここにＥＰＡという方式が、お

互いの国同士が関税とかいろいろ、私たちにはこ

れがこれだから、あなた方はこれだけにしようと

いう、そういう方式今現在あるわけです。ヨーロ

ッパあたりに行くと、そういう方式はかなりとっ

ていますから、正直。韓国とアメリカあたりのこ

のＴＰＰの問題はしかりですが、ＥＰＡとかＦＴ

Ａ、ああいうような問題はお互い得意の分野です

から、やはりお互いがどちらかが負けちゃって、

どちらかが勝つという、そういうことでは困るし、

果たしてＥＰＡが全部の国、加盟した国が全部が

潤うかというか、そうじゃないんですね、現実。 

  特に、農業問題に関しては、国の戦略的なもの

ですから、だから、アメリカあたりはもうとっく

に大賛成ですよね。 

  だから、今後先ほども反対するものではないと、

まだ時間的にあるし、会議の段階だし、今後の推

移を見守ること、私はそういう考えです、個人的

には。 

○玉野委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 さっき経済と国民の世論という、

それまで60％が参加のほうがいいだろうというこ

とで、市のほうでもこう言っては何ですけれども、

那須ブランド、那須塩原ブランドというか、農観

商工連携ということを考えると、やはり農業だけ

で特化して果たしていいのかなという、やはり商
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工観という、この観商工といいますかね、そうい

った人たちの意見も当然頭に入れながら進めるべ

きではないのかなというようには感じます。 

○玉野委員長 岡部委員。 

○岡部委員 今、鈴木さんのおっしゃったことなん

です。私はこれはお出しいただいた方が組合代表

理事であったり、農業と酪農のほうのトップの方

がお出しになっている。ですから、これはこれで

意見として政府なり、どこにここに書いてあるい

ろいろと上のほうに出して50％というふうにおっ

しゃっていました。それが、事実かどうかという

のは、こういうのが固まっていって初めて報道さ

れると思うんですね。 

  ですから、もし必要であれば、商業も観光もお

出しいただくような雰囲気、こういうものをあれ

して、確かに関税が高いということでグローバル

的な貿易ということはとっても大切ですけれども、

この２つに関しては今審議してくださいと言われ

ているんですから、私の考えはそのトップの方た

ちが希望していることは通してあげて、今後それ

と同じように考える方がいらっしゃると思います。

業種によっては。 

  そこで、やはり検討をして、そのときに県も政

府もどういうふうに考えるかということを見きわ

めるということが一番大切かなと、こういうふう

に思ったので、先ほど言ったのは、グローバル的

になることなんていうことはもうずっと前から言

われていることですから、いたし方がない時代だ

と思うんです。 

  ですけれども、現状は２つが出ているんですか

ら、これを上程するのが私はこの地域に住んでい

る者として役目かなと、こういうふうに思って、

先ほど申し上げたので、よろしくどうぞ。 

○玉野委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 結論から言って、私はちょっと

考えるんですけれども、結論から言うと、今、岡

部さんが今出ているものについてどうするかとい

うことなんです。今、ほかの業界の意見はまだ出

ていないということですけれども、今これを痛み

を、ここで表現しなければ、国はわかっていると

思う、農業の問題はね。わかっているんだけれど

も、やはり農家の人の声はとりあえず上げると。

私は上げることが、ただ断固反対とか、そういう

ことではなくて、似ているんですけれども、ただ

上げるということは今回陳情が来ているので上げ

てみたかったと。 

  ただし、前ＮＨＫのニュースでもやっていまし

たけれども、韓国は世界に農地をあちこちから買

いあさっているというニュースがやっていました。

ということは、これは日本の農家にとっては痛い

話だと思うんですけれども、日本の三菱とかそう

いう、グローバル化した農業をやろうというとこ

ろが工場が海外へ行くと一緒で、よその土地を日

本の企業が行って投資して、そこからそこの穀物

を、米を安く持ってくるとか、そういうことも考

えていると思うんですよね、もうグローバル化し

ているんですから。そうすると、その関税の問題

とかありますので、単純にこれは農業、日本の農

地をどう守るか、農業をやっている人たちの生活

をどう守るかということはあるんですけれども、

世界の流れはそういう流れだろうと思います。 

  ただ今、目先のこの陳情に対しては、国に伝え

る必要があると思います。 

  以上です。 

○玉野委員長 ほかに質疑、ご意見はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○玉野委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 



－63－ 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 この意見を通すということでの意見に

なってきますが、やはり今こういう難しい世界環

境、世界の状況もそうなんですが、やはり自分た

ちの食べ物というか、今十分話はしたんですが、

自分たちの那須塩原市として、今回の問題につい

てはやはり積極的にこれを陳情については採択と

いうことでやっていかなければならないのだと思

います。 

  積極的にという部分は、今言ったように、私た

ち那須塩原市を考えてみますと、今の農家の占め

る割合というか、そういう算出額にしても、今ほ

かの市に対しても誇れるものというのは、農家の

部分がかなり多いのであって、もしそのこれを受

けることによって、例えば、それを支えている年

齢を見てみても、もう65歳以上の人が多くなった

り、これから本当にその産業としてだめになって

いけば、農業だけじゃなくて環境という部分もだ

めになっていくと思うんですよね。 

  というのは、作付放棄地というのがかなりこう

できてきてしまうのか、今言われているように農

業の多面的機能、そういうものをよく考えていけ

ば、今回出た部分については、採択の方向で考え

られればなと思い、今の話をしました。 

○玉野委員長 木下委員。 

○木下委員 私は今回出されましたＴＰＰに関する

意見書については、今、伊藤委員からも申されま

したように、いろいろ今後も検討の余地があると。

特に、この那須塩原市においては、今は主産業で

あるし、主たる収入ということからすれば、私ど

ものこの意見が、最終的に全部のこの国の意見と

なるかならないかはそれはわかりませんけれども、

私はそういう農業にいる立場の人間ですし、今ま

でずっとそういうことでやってきたつもりですし、

今回は一応採択ということで私はよろしいかと思

っております。 

○玉野委員長 ほかに。 

  鈴木（紀）委員。 

  どうぞ。 

○鈴木（紀）委員 僕はさっきも言いましたように、

国民的感情では６割はＴＰＰのほうの参加という

ことと、現状はやはりこの経済状況を考えると、

結果的には確かにどうなるかわからないというも

のは、これはＴＰＰ参加しようが、不参加しよう

がどっちになるかわからないというのは同じかも

しれないんですけれども、今の経済状況等と子ど

もたちの就職率、そういうことを考えると、もう

少し考えて継続のほうがいいんではないかなと、

そういうふうに思います。 

○玉野委員長 ２つの意見が出ておりますので、ま

ずは継続をすべきものの採決の方。 

  陳情第５号 環太平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）参加断固阻止に関する陳情書を継続とすべ

きものとすることに賛成の委員の挙手をお願いし

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○玉野委員長 継続は少数。 

  継続とすべきでないものと決しました。 

  採択すべきものの採決をいたします。 

  採択とすべきものの賛成の委員の挙手お願いい

たします。 

〔賛成者挙手〕 

○玉野委員長 挙手多数と認めます。 

  陳情第５号は採択とすべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第６号の上程、説明、質疑、
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討論、採決 

○玉野委員長 続きまして、陳情第６号 ＴＰＰ交

渉参加断固反対に関する陳情を議題といたします。 

  陳情第６号については、陳情第５号と同様に、

ＴＰＰに対して反対する陳情であり、執行部の考

え方の表明は省略します。 

  委員の皆様方のご意見、ご質疑ございますか。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 繰り返すようになると思います

けれども、「断固」というところを少し柔らかく、

あとは内容をちょっと検討するという部分はある

のではないかと思いますが、そういうことの若干

の議会としての訂正があることを踏まえた上で、

私は採択のほうとしたいと考えます。 

○玉野委員長 質疑、ご意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○玉野委員長 質疑、ご意見等を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○玉野委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○玉野委員長 討論がないようですので、採決いた

します。 

  お諮りします。 

  陳情第６号 ＴＰＰ交渉参加断固反対に関する

陳情を採択すべきものとすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○玉野委員長 挙手多数と認めます。 

  陳情第６号は採択すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、産業観光部からその

他ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○玉野委員長 それでは、産業観光部の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  これで今定例会における委員会議事日程はすべ

て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、ご一任をお願いします。 

  また、採択とすべきものと決しました陳情２件

の決議と意見書の作成については、意見の中にご

ざいました「断固」という言葉の使い方、これを

考慮させていただくということでご一任いただけ

ればと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○玉野委員長 事務局からございますか。 

（事務局説明） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○玉野委員長 これをもちまして、委員会を閉会し

ます。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時１０分 

 




